
          
          

          
          

平成31年度民生委員・児童委員関係予算案について 

１ 民生委員・児童委員活動費 

 平成３１年（２０１９年）１０月より、活動費を下記のとおり増額する。 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

２ 協力員事業の概要 

＜現状＞ 

○ 平成30年4月現在、都内62区市町村、 

  399民児協のうち、34区市町、116 

  民児協・219人に委嘱しており、積 

  極的に活用している地区と活用してい 

  ない地区とで二極分化している。 

○ 多忙な委員や経験の浅い委員をOBが 

  協力員としてフォローすることで各委 

  員の負担軽減に貢献している区市町村 

  がある一方、協力員の委嘱より民生委 

  員の確保が優先と考え、活用しない区 

  市町村もある。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  実施状況 

区市町村 
地区数 
（総数） 

委嘱者数 
内OB 〔実施数〕 

区部 
〔13区〕 

55地区 
（273地区） 

91人 58人 

市部 
〔18市〕 

58地区 
（116地区） 

121人 75人 

町村 
〔3町村〕 

3地区 
（10地区） 

7人 5人 

計 
〔34区市町村〕 

116地区 
（399地区） 

219人 138人 

 民生委員・児童委員活動の充実を図ることを目的として、区市町村が行う、民生委員・児童委員の活動環境の整備に資する取組を柔軟に支援する。    
 また、民生委員・児童委員の業務に協力する民生・児童委員協力員を配置する区市町村を引き続き支援する。 

② 民生・児童委員協力員事業への支援【補助率１０／１０】 
 
○ 補助基準額（現行の基準額を維持） 

２ 民生委員・児童委員活動環境整備事業  

＜東京都民生・児童委員協力員事業の概要＞ 

○目的 
 民生・児童委員が行う各種行事や子育てサロン等の運営、
委員活動に関する広報や配付物に関する業務、高齢者等の見
守りの活動など、民生・児童委員の活動に協力する。 

○事業内容 
 ・協力員の定数は各単位民児協に３名を基本とする。 
 ・交付基準額 
  区市町村協力費：１区市町村あたり145,980円(年額) 
  単位民児協加算：１単位民児協あたり18,540円(年額) 
  活動費：１人あたり4,300円(月額) 
  ボランティア活動保険加入費：１人あたり300円(年額) 

○実施主体 
 東京都  

○事業規模 
 15,612,346円（H29年度決算額） 

○事業開始 
 平成19年度 

▼委嘱者数（30年4月1日現在） 

１ポイント＝千円 
＜区市町村基本額＞ １区市町村あたり１４５．９８ポイント（年額） 
＜単位民児協加算費＞１単位民児協あたり１８．５４ポイント（年額） 
＜活動費＞           １人あたり４．３ポイント（月額） 
＜ボランティア活動保険加入費＞ １人あたり０．３ポイント（年額） 

① 区市町村が行う民生委員の活動環境の整備に資する取組への支援【補助率1／2】 
 
○ 補助対象例 
・近隣地区の委員同士がチームとなり、情報や経験、課題を共有しながら活動する班体制等支え合いの仕組みの立ち上げ・運営 

・地域の民生委員を知ってもらう住民向けパンフレットや、 
・なり手の確保や活動の周知の課題に対して民生委員の活動内容ややりがいなどを紹介する候補者・推薦機関向けパンフレット、 
・子育てサロン・地域の見守り等、様々な活動を行っていることを知ってもらい、児童虐待の防止等に資する子育て支援機関・子育て家庭向けパン
フレットの作成経費  

・高齢・子供・障害等の所管別・分野別に整理した、わかりやすい活動マニュアルの印刷経費 
 
 上記の対象例のほか、民生委員の負担軽減に向けて、地域の実情に応じて有効な取組を行った場合、補助協議の対象となる。 
 
○ 補助基準額（民生委員・児童委員定数（主任含む）に応じて設定） 
 

 

① 近隣地区の委員同士が
チームとなり、情報や経験、
課題を共有しながら活動する
班体制等支え合いの仕組みの
立ち上げ・運営 

② パンフレットの作成では 

・地域の民生委員を知っても
らう住民向けパンフレットや、 

・なり手の確保や活動の周知
の課題に対して民生委員の活
動内容ややりがいなどを紹介
する候補者・推薦機関向けパ
ンフレット、 

・子育てサロン・地域の見守
り等、様々な活動を行ってい
ることを 

知ってもらい、児童虐待の防
止等に資する子育て支援機
関・子育て家庭向けパンフ
レットの作成経費 

③ 高齢・子供・障害等の所
管別・分野別に整理した、わ
かりやすい活動マニュアルの
作成により活動の困難さが軽
減されると回答した方が６割
ということを踏まえ、マニュ
アルを印刷するための経費を
補助 

＜事業の概要＞※地域福祉推進区市町村包括補助事業として実施 

１ポイント＝千円 
＜区市町村基本額＞ １区市町村あたり１４５．９８ポイント（年額） ＜活動費＞           １人あたり４．３ポイント（月額） 
＜単位民児協加算費＞１単位民児協あたり１８．５４ポイント（年額） ＜ボランティア活動保険加入費＞ １人あたり０．３ポイント（年額）  

区市郡支庁会長 会長 一般 主任児童委員 

１４，３００円（＋３００円） ９，２００円（＋２００円） ８，８００円（＋２００円） ８，８００円（＋２００円） 

定数（人） ～９９ １００～１９９ ２００～２９９ ３００～３９９ ４００～４９９ ５００～ 

補助基準額（千円） ５００ １，０００ １，５００ ２，０００ ２，５００ ３，０００ 

資料６ 


